
書類名称 記載箇所 質問事項 回      答

入札説明書 第3.5.(1).②

同種業務の実績として、「道の駅に係る官民連携手法（ＰＦ
Ｉ方式）アドバイザリー業務の受注実績」、また類似実績と
して「官民連携手法（ＰＦＩ方式）アドバイザリー業務に携
わった実績。（再委託を含む）」が示されていますが、この
うちのアドバイザリー業務については、導入可能性調査業務
や事業者選定支援業務が該当するものと理解してよろしいで
しょうか。

記述のとおり。

入札説明書 第3.5.(2)
入札に参加することができる者に必要な資格に関する事項に
ついて、設計共同体を３社での設計共同体とすることは可能
でしょうか。

設計共同体の構成員数に制限は設けていないの
で、可能である。

入札説明書 第3.6
管理技術者及び照査技術者は（１）または（２）の要件いず
れか一方を有していれば可という認識でよいか。

記述のとおり。

入札説明書 第7.13
落札者の決定方法について、最低制限価格の算出方法につい
てお教え頂くことは可能でしょうか。

最低制限価格の算出方法は公開していない。

特記仕様書 第５条(2)

(2)特定事業の評価及び選定、事業範囲と事業費の検討支援
の項目において、「官民連携事業の経験を有する弁護士の確
認」を行うと記載されていますが、VFMの算定結果を弁護士に
確認するという理解で良いでしょうか。
弁護士への確認を行わないという提案は認められますでしょ
うか。

前段は記述のとおり。
後段は弁護士の確認を必要とする。

業務名：（仮称）白石中央スマートインターチェンジ周辺整備における官民連携手法（ＰＦＩ方式）アドバイザリー業務

アドバイザリー業務に対する質問及び回答書



特記仕様書 第５条
一部業務の再委託は可能か。
（弁護士への業務委託を想定）

一部業務の再委託は可能である。

特記仕様書 第５条
今次入札に際し、「（仮称）白石中央スマートインターチェ
ンジ周辺地域における官民連携調査業務」の調査内容の閲覧
は可能か。

当該業務成果品の閲覧は、参考資料に記載した
とおり、８月１日以降を予定している。


